
様式１

（環境部）

契約担当課 件名 契約年月日
契約の相手方の
所在地及び名称

契約金額
（単位：円）

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中
の号

随意契約の理由

1 清掃施設課
福宗環境センター清掃工
場非常用発電機点検整備
業務委託

令和7年10月9日
大分市東春日町6-1
千代田興産（株）大分営業所

2,211,000 2号

本業務委託は、清掃工場の全停電時にプラント設備、照明、消火
設備等に電源を送る非常用発電設備の点検整備を行い、非常用
発電設備の性能維持を目的とするものです。
非常用発電設備は、プラント設備と密接に関連した設備であるた
め、点検整備の実施に当たっては、プラント設備及びシステム全体
を熟知している必要があります。
また、点検整備に要する部品は通常調達困難な特殊部品が多く、
本非常用発電設備の製造業者でなければ調達できない部品もあり
ます。
以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定により、非常用発電設備の製造業者である三菱重工エンジン
システム株式会社の市内代理店である千代田興産株式会社大分
営業所　所長　佐藤　俊夫氏と随意契約いたしたい。

2 清掃施設課
福宗環境センター清掃工
場バケット点検整備業務
委託

令和7年10月16日
山口県下関市一の宮町2丁
目13番2号
（株）福島製作所下関営業所

8,184,000 2号

本業務委託は、当センター清掃工場内に設置されているごみク
レーンバケット(3台)および灰クレーンバケット(1台)点検整備業務の
委託です。
　施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、品質
機能保障を含め、本機器の構造に精通している必要があります。
　また、点検整備に要する部分は部品調達困難な特殊部品が多
く、本機器の製造業者でなければ調達困難な部品や部材等もあり
ます。
　したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
により競争入札に適さないため、本機器の製造業者である 株式会
社福島製作所　下関営業所　所長　宮川　慎一氏と随意契約にて
施行致したい。

3 清掃施設課
大洲園処理場計装設備点
検整備業務委託

令和7年10月23日

福岡県福岡市博多区冷泉町
2-1
アズビル（株）ビルシステムカ
ンパニー九州支店

2,376,990 2号

本委託は、大洲園処理場に設置している流量計、液位計等計装設
備の点検整備業務を行うものです。
本処理場の流量計・液位計はアズビル株式会社（旧社名 株式会
社山武）の機器を使用しており、その点検整備にあたっては機器の
特殊性等から製造メーカー及びその代理店以外は行うことが困難
であります。また、他の設備の運転とも密接に関連しているため、
本処理場の状況等にも精通していることが必要不可欠です。
したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
により競争入札に適さないため、製造メーカーの支店であるアズビ
ル株式会社ビルシステムカンパニー九州支店と随意契約にて施行
いたしたい。

4 清掃施設課
福宗環境センターリサイク
ルプラザ粗破砕機外点検
整備業務委託

令和7年10月31日
香川県観音寺市中田井町1
番地
シマ（株）

110,990,000 2号

本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザ粗破砕機外点
検整備業務委託を行い、施設の性能維持を目的とするものです。
　本施設においては予備のラインを持っていないため、ライン上の
機器の不具合・故障等が発生した場合、ごみ処理ラインの停止に
つながり、故障機器を復旧させるまでごみ処理を再開することがで
きません。加えてごみ貯留ヤードの容量が限られているため、処理
が停滞するとごみの受入れが不可能となり、市民生活に重大な影
響を及ぼしかねません。
　そのため不燃粗大ライン以外を構成する指定の部品を一定期間
毎に点検し取替、整備を行い性能維持が必要です。
　委託にあたっては、当該設備の施工業者でなければ調達困難な
部品があり、また機器相互が関連したシステムであるため、本施設
のシステム全体に精通していることが必要とされます。
　従って、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に
より競争入札に適さないため、本施設の機械設備の施工業者であ
り、本施設の保守管理を請負っているシマ株式会社　代表取締役
社長　島　直幹　氏と随意契約にて施行し致します。

5 清掃施設課
大洲園処理場UV計点検
整備業務委託

令和7年11月4日
大分市高城本町5-3
西川計測（株）九州支社

672,760 2号

本委託は、大洲園処理場に設置されているＵＶ計の点検整備業務
を行い、機能維持の確保を目的とするものです。
本委託の施行にあたり、当該機器は本処理場の運転監視に密接
に関連しているため、本処理場の運転制御や現場の状況に精通し
ていることが必要です。
また、点検に関する技術的支援や交換部品の調達等は、製造メー
カーもしくはその代理店でなければ困難です。
したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
により競争入札に適さないため、計器の製造メーカーである横河電
機株式会社の代理店である西川計測株式会社九州支社と随意契
約にて施行いたしたい。

6 清掃施設課
大洲園処理場計量器保守
点検業務委託

令和7年11月7日
大分市大字三佐字山ノ神
966-1
（株）エクセム

1,694,000 2号

本委託は、大洲園処理場計量器の保守点検業務を行うものであり
ます。
当処理場のトラックスケール及びデータ処理装置並びにプログラム
は、ＪＦＥアドバンテック株式会社が開発、製作した特殊な計器装置
であるため、メーカー及びその代理店以外が行うことは困難であり
ます。
また、精密機器の整備経験及び知識を特に必要とする業務である
ため、設備はもとより現場の状況等にも精通していることが不可欠
です。
従って、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定によ
り競争入札に付することが適しないため、本設備の製造メーカーで
あるＪＦＥアドバンテック株式会社の代理店である株式会社エクセ
ムと随意契約にて施行いたしたい。

7 清掃施設課
福宗環境センターリサイク
ルプラザ受変電設備点検
業務委託

令和7年11月10日
大分市大字三芳1159-1
一般財団法人九州電気保安
協会大分支部

621,060 2号

　本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザに設置されて
いる受変電設備を安全かつ円滑に稼働させるための年次精密点
検です。また高圧電気設備、低圧電気設備の点検業務を行うた
め、各設備の保守管理に精通し、設備の構成を熟知していることを
必要とします。
　実施にあたっては、リサイクルプラザに送電している高圧気中開
閉器の遮断を行うため、停電業務となります。そのため、休日に行
う必要と時間的な制約があり、作業の熟練度や豊富な経験、実績
のある人材が多数必要となります。さらに、集中的かつ迅速に業務
を行う必要があり、本業務を実施できるのは当該事業者のみと判
断したため

8 清掃施設課
佐野清掃センター清掃工
場プロセス流量計点検整
備業務委託

令和7年11月27日
大分県大分市松原町３－４－
１
洞海産業（株）大分営業所

1,178,100 2号

本業務は、佐野清掃センター内のプロセス流量計の点検整備を行
うものです。プロセス流量計は、当センターの溶融設備・燃焼設備
で利用される酸素・窒素・灯油の流量を監視するための機器であ
り、安定したごみ処理を行うために必要不可欠な設備です。
本業務の施行にあたっては、溶融設備・燃焼設備の停止期間の間
に行わなければならず、取替部品の購入から施行までを円滑に行
う必要があります。また、当該流量計の取扱いについては、正しい
方法で点検・調整を行わなければ正常に動作せずメーカーの保証
も受けられません。したがって、本業務は当該流量計について十分
な知識を持ちメーカーから情報の提供が受けられるものが行わな
ければなりません。

随意契約の契約状況表



様式１

（環境部）

契約担当課 件名 契約年月日
契約の相手方の
所在地及び名称

契約金額
（単位：円）

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中
の号

随意契約の理由

随意契約の契約状況表

9 清掃施設課
佐野清掃センター清掃工
場ごみ計量機点検整備業
務委託

令和7年11月27日
大分県大分市三佐６－２－５
（株）大分計量器工業

2,381,280 2号

　本委託は、佐野清掃センターの受入設備であるごみ計量器の点
検整備業務を行うものです。
　本委託の施行に関しては、廃棄物の処理へ影響を最小限にする
ために点検作業を円滑に行わなければならず、そのためには当施
設の設備を熟知し高い技術や施行実績を持つ者が施行する必要
があります。
　また、本設備は鎌長製衡株式会社が設計・施行し、その代理店で
なければ特許に係る機器やソフトウェアが調達できない、若しくは
性能や構造等の詳細なデータが不足する場合があり、本委託を施
行する上で重大な支障となります。

10 清掃施設課
福宗環境センター清掃工
場受変電設備点検業務委
託

令和7年12月8日
大分市大字三芳1159-1
（財）九州電気保安協会

4,083,750 2号

本業務は、大分市福宗清掃工場電気保安規定にしたがい、福宗環
境センター清掃工場に設置された電気工作物の保安を確保するた
め、また設備機器を安全かつ円滑に稼動させるために、受変電設
備の点検を実施するものです。
本業務には、特別高圧電気設備、高圧電気設備及び低圧電気設
備の保守管理に精通し、特に保護継電器の保護機能、試験方法、
試験用機材及びその取り扱い方法などを熟知していることが要求
されます。また本業務は停電作業となるため、休日に集中的、かつ
迅速に行う必要があり、作業の熟練度や豊富な経験・実積が必要
となり本業務を実施できるのは当該事業者のみと判断したため

11 清掃施設課
福宗環境センター清掃工
場1号ごみクレーン配線点
検整備業務委託

令和7年12月23日

福岡県福岡市博多区冷泉町
2-1
（株）日立プラントメカニクス九
州支店

928,400 2号

　本業務委託は、福宗環境センター清掃工場に設置している1号ご
みクレーンの配線の点検整備を行うものである。
本配線は、制御盤から1号ごみクレーンまでの配線で主にクレーン
操作信号を伝送する光ケーブルである。この配線に損傷等がある
とごみクレーンの操作を行うことができず、工場のごみ処理ができ
なくなる。また施行にあたっては品質、機能を確保し機器全体の運
転制御及び構造に精通していることが不可欠であると判断したた
め。

12 清掃施設課
佐野清掃センター清掃工
場建築設備中央監視装置
保守点検業務委託

令和7年12月26日
大分県大分市萩原２－６－１
千代田計装（株）

1,041,700 2号

　本業務委託は、佐野清掃センター清掃工場内の建築設備中央監
視装置の保守、点検を行うものです。
　建築設備中央監視装置は、工場内の空調設備・熱源設備・衛生
設備・防災設備・電気設備等を総合的に監視し、工場を適切に運
用管理するための設備です。中央監視装置は機器が相互に関連
し、工場独自のシステムを構築しています。そのため、中央監視装
置に関わる機器の取扱いに精通しているだけでなく、工場内のシス
テム全体を熟知した業者を選定する必要があります。


